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個人年金は、受取額から掛金（払込保険料）等を差し引いた残額が所得
になります。申告時には、このような内容の分かる証明が必要ですので、
申告前に証明が送付されない場合は、ご加入の保険会社等に確認してく
ださい。

今回のような場合は所得税の確定申告は不要ですが、町県民税（住民税）の申告が必
要になります。所得税の申告と同じように、給与・年金など収入の源泉徴収票、個人
年金や一時所得の受取の証明、生命保険料控除の証明、医療費控除の明細など該当す
るものと印かんなどを準備して、申告をしてください。

A答え

私の収入は公的年金で、金額は185万円です。年金が400万円以下な
ので確定申告はしませんでした。それ以外には、自分で加入して受け取っ
ている個人年金が 15万円あります。申告が不要だと思っていたら、平
成30年度の途中で住民税と国民健康保険税が上がりました。
個人年金も所得になるのですか。申告はどうするのでしょうか。
Q疑問
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■申告をお忘れなく
　所得税は、あなた自身が所得を計算し、税金を算出して納税する申告納税制度になっています。
確定申告をしなければならない人や確定申告をすれば税金が戻る人は、正しく計算し期限内に申
告を済ませてください。
　平成 23 年分確定申告から公的年金等の収入金額が 400 万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑
所得以外の所得金額が 20 万円以下の人は、所得税の申告は不要になりました。この場合でも、還
付を受けるための申告書を提出することはできます。
　また、次のような人は所得税がかからなくても町県民税（住民税）の申告が必要です。申告を
されないと町県民税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料等の正しい
算定ができない場合があります。
①遺族年金または障害年金だけを受給されている人
②農業、営業、配当、地代、家賃などの所得がある人
③生命保険料・地震保険料控除や医療費控除、社会保険料控除、扶養控除など、各種控除を受けようとす
　る人
④収入がなくても国民健康保険等に加入している人　など
※生命保険等の満期や解約等の受取金（一時所得）、個人年金（雑所得）は、お受け取りの金額によっては
申告の対象になります

　申告受付は平成 31 年２月 18 日（月）からです。所得税（税務署）の確定
申告をされた人は、町県民税の申告は必要ありません。なお、役場庁舎では
受付を行っていませんのでご注意ください。
　日程や会場など、詳しいことは平成 31 年２月号の広報でお知らせします。

確定申告の受付



12/３㊊
くらじの郷保健棟
多目的ホール

12/７㊎
中央公民館
研修室１

12/８土
古月小学校
体育館

　鞍手町では、老朽化した役場庁舎の移転建て
替えを決定し、行政内部での検討を重ねたうえで、
町の附属機関である鞍手町庁舎等建設検討委員
会に諮問して、平成 29年 12月 22日の最終答申
を経て「鞍手町庁舎等建設基本計画」を策定し
ました。
　この基本計画では、平成 32年度末の新庁舎建
設完成を目指していますが、現在のところ設計
関係予算が成立しておらず、スケジュールを含
めた基本計画の見直しが必要となっています。
　これに際して、町民の皆さんから幅広く意見・
要望等を聴取し、今後の基本計画の見直しに反映
させるため、次のとおり住民説明会を開催します。

鞍手町役場
新庁舎建設
住民説明会

開催日・会場 上記のとおり
お住まいの地区による会場の指定はありません

開催時間 19:30 ～ 21:00（90分間）

説明会内容

①これまでの経過について
②現基本計画（概要版）の説明
③基本計画の見直しにあたって（町長の考え方）
④質疑応答・意見交換

問い合わせ 鞍手町役場総務課庁舎等建設推進係
☎ 0949-42-2111（内線３２１）
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